
 

平 成 2 1 年 度 事 業 計 画 

 

Ⅰ 活動の基本方針 
  「法人会の基本方針」に則り、納税意識の向上、会員の研さん、社会への貢献を図り、公

益法人としての使命を達成するため、納税者団体として税務機関、関係団体との協調のもと

に納税道義の高揚、税務知識の普及及び向上による申告納税制度の推進を図り、もって税務

行政の円滑な運営に寄与する。 
  また、公益法人制度改革に対して、これに的確に対応するため「公益認定法人」を目指す

ことを基本方針としつつ、県連との連携を密にして、公益活動の充実、組織の充実を図る。 
  なお、事業活動においては、上記、公益法人制度改革への対応を意識し原点である「税」

に関する活動に軸足を置きながら、以下に掲げる諸施策に取り組む。 
 

Ⅱ 主な事業計画 
 Ⅰ 公益関係 
 ⑴ 税の啓発活動 
   税の啓発･租税教育については、公益法人として広く一般にも目を向けながら、納税意識

の向上と税知識の普及に資するための施策を講じる。 
   このため、税制関連の研修･講話等の充実を図るとともに、有益な資料を作成する等によ

り、会員及び一般に対する適切な広報を実施する。 
   また、小中学校の生徒等に対する教育を支援･実施するほか、「税を考える週間」への協

賛行事等を積極的に実施する。 
 ⑵ 税制改正提言活動 
   適正公正な税制と租税負担の合理化をはかるため、中小企業の活性化に資する税制をは

じめ、税のオピニオンリーダーとして税制に関する会員の意見を集約し、その意見が税制

に反映されるよう、関係機関に対し要望活動を展開する。 
 ⑶ 経営支援活動 
   会員の自己啓発を支援するため、法人会の根幹事業である税法･税務関係研修の強化に配

意しながら、研修内容の充実を図るとともに、経営の支援するための事業活動を展開する。 
   なお、公益法人制度改革に対応するため、研修内容をより充実させるとともに、一般の

参加も意識した事業活動の展開について検討する。 
 ⑷ 社会貢献 
   社会貢献活動については、引き続き「公益性」をより一層高めることに留意し、親会、

青年・女性部会が一体となった活動をさらに充実することとし、地域の実情に即した活動

を展開する。 
 ⑸ 研修会活動の充実 
   税法･税務を中心に研修会の開催強化に努め、研修参加人員の増大を図るとともに、研修



教材の充実を図る。また、申告納税制度の一層の定着に資するため、研修会等を通じて消

費税の「期限内納付推進運動」並びに「ｅ－Ｔａｘ」の普及推進に努める。 
   なお、新公益法人制度を踏まえ、会員企業に加えて一般市民等にも対象を広げた研修･講

演会を開催し、一層の公益性を高めることとする。 
 ⑹ 広報活動の充実 
   法人会のイメージアップ知名度向上や会員増強等を図るための広報を充実させるととも

に、新公益法人制度を踏まえ、広く国民に対し税の啓発に資する広報活動を積極的に展開

する。 
   また、消費税の「期限内納付推進運動」並びに「ｅ－Ｔａｘ」の普及に資するためにＰ

Ｒ活動を行う。 
   このため、ラジオＣＭの放送など、より効果的な活動を行うとともに、ホームページの

充実をより積極的に進める。 
 ２ 共益関係 
 ⑴ 福利厚生事業 
   福利厚生制度の円滑な運営と財政基盤の安定化のため、重点推進制度を中心とした活動

を展開する。 
   また、会員の企業価値を高めることにもなる福利厚生事業の拡充に努める。 
   なお、新公益法人制度を踏まえ、福利厚生制度のあり方や内容について検討する。 
 ⑵ 会員支援事業 
   優良経理担当者表彰を本年も計画し、会員に加入している企業のうち申告納税の良好な

事業所に勤務し、経理関係の仕事に精通された功績が認められた担当者を表彰することと

している。 
 ⑶ 会員増強運動 
   県内の経済情勢は、世界的金融危機が広まり、極めて厳しい社会･経済状況の下、会員数

の減少傾向が続いており、組織の強化･充実をはかるため、会員増強月間を設けるとともに、

会員の退会防止に努めながら、全会員一丸となった積極的な会員増強を図る。 
   加入率については、中長期的目標とし、県連全体の５０％への早期回復を目指すことと

する。 
 ⑷ 青年･女性部会の充実 
  イ 青年部会関係 
    「青年部会のあり方（指針）」に沿って「税の啓発」をはじめとする活動の充実を図る

とともに、「部会員増強運動」を引き続き推進する。 
    また、新公益法人制度を踏まえ、青年部会活動の大きな柱である「租税教育活動」の

より積極的な展開を図る。 
  ロ 女性部会関係 
    「女性部会のあり方（指針）」に沿って、部会員の資質向上と法人会活動の充実・活性

化に努める。 
    また、新公益法人制度を踏まえ、女性部会の活動をさらに充実させ、諸活動を積極的

に図る。 
      



 ３ 管理関係 
 ⑴ 規程の整備 
   公益法人制度改革に向け、諸規定を総合的に整備することとする。 
 ⑵ 諸会議 
   総会、役員会、委員会等の諸会議を計画的に開催する。 
 ⑶ 事務運営体制等の確立 
   時代にあった組織運営体制が常に望まれるところであり、特に公益法人制度改革に対応 

するため、所要の体制整備を行うとともに、県連や各単位会間の連携強化に努める。 
また、公益法人制度改革に関する研修会等の、全法連、県連、各種機関には積極的に加 

し、執務上必要な知識習得を図る。 
 なお、ＩＴ時代に対応したＥメール、ホームページ等の積極的活用および個人情報の管 
理の徹底を図る。 
 

 ４ その他、当会において実施することが必要と認める事業を行う。 
 


